
第４２回岩手県社会人サッカー大会開催要項 
 

 
（１）主  催  岩手県サッカー協会 
 
（２）主  管  岩手県サッカー協会第１種委員会・岩手県社会人サッカー連盟 

水沢サッカー協会 
 

（３）後  援  水沢市体育協会 
 
（４）期  日  平成１８年１０月 ８日（日）・１０月１５日（日） 
              １０月２２日（日）・１１月 ５日（日） 
 
（５）会  場  水沢・桜つつみ広場ほか 
 
（６）参加資格  ①平成１８年年度、日本サッカー協会への登録手続きを完了した 
           1 種チームであること。 
         ②平成１８年度日本サッカー協会発行の選手登録証の交付を受けている 1 種 
          登録チームの選手であること。 
         ③平成１８年度全国社会人サッカー連盟に加盟手続きを完了しているチームであ

ること。  
         ④昨年度の「岩手県社会人サッカー大会」を棄権したチームは参加できない。 
 
（７）競技方法  ①トーナメント方式により優勝チームを決定する。 
           ②試合時間は７０分（３５分ハーフ）とし、決しない場合はＰＫ方式により次戦 

進出チームを決定する。ただし、準決勝戦、決勝戦はその前に２０分間の延長 
戦１回を行う。 ハーフタイムは１０分間とする。 

          ③大会使用球は大会本部が準備するボールを使用する。 
④今大会の優勝、チームは、次年度の岩手県社会人サッカーリーグ４部リーグに

加盟する。準優勝のチームは今年度の岩手県社会人サッカーリーグ４部リーグ

の第５位のチームとホーム アンドアウェイによる入れ替え戦に臨む。 
          入れ替え戦の日程は別に定める。 
 
（９）競技規則  ①平成１８年度日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」を適用する。 
             ②試合前の資格確認は選手証（写真貼付）を用いて、エントリー選手全員に 
           ついて行う。選手証を不携帯の選手はその試合に出場することが出来ない。 
         ③ベンチに入ることのできる人数は選手２２名以内、監督・コーチ・スタッフ計

４名以内とする。この中から、その都度唯一人の者のみが戦術的指示を伝える

事が出来る。この一人の者は、特定の一人に限定される必要はない。 
         ④試合開始３０分前までに、メンバー用紙に先発メンバー、交代要員、並びにチ

ーム役員を記載して本部席に提出する。 
          ⑤交代要員は７名とし、その中から５名まで交代できる。 
          ⑥退場、並びに警告による出場停止処分 
           １）、主審より退場を命じられた選手及び退席を命じられた役員は次の公式試

合１試合の出場を自動的に停止し、それ以後の処置については県協会規

律フェアプレー委員会で決定する。 
 



２）、大会期間中累積された警告が２回となった選手は、自動的に次戦の試合

の出場停止処分を受ける。 
           ３）、同一試合で２回警告による退場を命じられた選手は、自動的に次の公式

試合１試合の出場停止処分を受ける。 
                    ４）、 ２）、３）、における処分に該当する行為を重ねて行った場合は 低２

試合の出場停止処分を受ける。 
           ５）、累積された警告での出場停止処分及び警告の累積は、本大会終了時をも

って効力を失う。 
          ⑧未登録または二重登録などの不正選手が出場していた場合、それが判明した 

時点で当該チームを失格とし、相手チームの勝ちとして試合を打ち切る。 
しかし、既に行われた試合にまで遡って適用しない。この当該チームの懲罰 
については県協会規律フェアプレー委員会にて協議のうえ裁決される。 

         ⑨本大会に参加を申し込んだ後は、棄権は一切認めない。止むを得ぬ事情で参加

不可能になった場合は直ちに県協会に通知し、改めて文書にて理由書を提出

する。県協会は理由書に基づき審議の上処置するが 低次年度の本大会には

出場出来ない。 
         ⑩選手のエントリー変更は認めない。           
 
（10）その他    ①帯同審判員１名を同行すること。（３０分前に必ず打ち合わせを行います） 
            ②試合会場には正副２種類の異色のユニホームを持参すること。 

※ メンバー用紙提出時に正副のユニホームを本部席に持参し主審の判断を 

求めること。 
            ③ベンチは本部席から見て左側を組合せ番号の若いチームとする。 
                  
 
（11）組合せ抽選会：下記担当者立会いのもとに行う。【 ９月１８日(月) 】 
               岩手県サッカー協会１種委員会 
               水沢サッカー協会      
 
（12）参加申し込み  １． 参加料は25,000 円とし納入した参加料は理由の如何に拘らず返却しない。 
          ２．参加料は下記の口座に申し込み締め切り日までに振り込むこと。           

          ３．所定の参加申込書に記載のうえ参加料の口座振込済書のコピーと一緒に岩手

県社会人サッカー連盟事務局に郵送すること。 
          ４．参加申し込み締切日 
             平成１８年９月１５日（金）申込書必着、口座に入金確認ができること。 
 
   

参加申込書送付先 

〒０２２－０００６ 

大船渡市立根町中野８６ 

       菅生 新一 気付 

  岩手県社会人サッカー連盟事務局 
TEL ・FAX ０１９２－２６－４４８７  

参加料振込口座 

金融機関名 岩手銀行 盛支店 

預金種目・番号 

     普通口座 ０２３０７４４ 

口 座 名  

 社会人サッカー連盟 菅生新一

問い合わせ先 

岩手県社会人サッカー連盟 

事務局 

菅 生  新 一 

TEL 

０９０－３３６５－２７８５ 
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              １０月２２日（日）・１１月 ５日（日） 
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（６）参加資格  ①平成１８年年度、日本サッカー協会への登録手続きを完了した 
           1 種チームであること。 
         ②平成１８年度日本サッカー協会発行の選手登録証の交付を受けている 1 種 
          登録チームの選手であること。 
         ③平成１８年度全国社会人サッカー連盟に加盟手続きを完了しているチームであ

ること。  
         ④昨年度の「岩手県社会人サッカー大会」を棄権したチームは参加できない。 
 
（７）競技方法  ①トーナメント方式により優勝チームを決定する。 
           ②試合時間は７０分（３５分ハーフ）とし、決しない場合はＰＫ方式により次戦 

進出チームを決定する。ただし、準決勝戦、決勝戦はその前に２０分間の延長 
戦１回を行う。 ハーフタイムは１０分間とする。 

          ③大会使用球は大会本部が準備するボールを使用する。 
④今大会の優勝、チームは、次年度の岩手県社会人サッカーリーグ４部リーグに

加盟する。準優勝のチームは今年度の岩手県社会人サッカーリーグ４部リーグ

の第５位のチームとホーム アンドアウェイによる入れ替え戦に臨む。 
          入れ替え戦の日程は別に定める。 
 
（９）競技規則  ①平成１８年度日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」を適用する。 
             ②試合前の資格確認は選手証（写真貼付）を用いて、エントリー選手全員に 
           ついて行う。選手証を不携帯の選手はその試合に出場することが出来ない。 
         ③ベンチに入ることのできる人数は選手２２名以内、監督・コーチ・スタッフ計

４名以内とする。この中から、その都度唯一人の者のみが戦術的指示を伝える

事が出来る。この一人の者は、特定の一人に限定される必要はない。 
         ④試合開始３０分前までに、メンバー用紙に先発メンバー、交代要員、並びにチ

ーム役員を記載して本部席に提出する。 
          ⑤交代要員は７名とし、その中から５名まで交代できる。 
          ⑥退場、並びに警告による出場停止処分 
           １）、主審より退場を命じられた選手及び退席を命じられた役員は次の公式試

合１試合の出場を自動的に停止し、それ以後の処置については県協会規

律フェアプレー委員会で決定する。 
 



２）、大会期間中累積された警告が２回となった選手は、自動的に次戦の試合

の出場停止処分を受ける。 
           ３）、同一試合で２回警告による退場を命じられた選手は、自動的に次の公式

試合１試合の出場停止処分を受ける。 
                    ４）、 ２）、３）、における処分に該当する行為を重ねて行った場合は 低２

試合の出場停止処分を受ける。 
           ５）、累積された警告での出場停止処分及び警告の累積は、本大会終了時をも

って効力を失う。 
          ⑧未登録または二重登録などの不正選手が出場していた場合、それが判明した 

時点で当該チームを失格とし、相手チームの勝ちとして試合を打ち切る。 
しかし、既に行われた試合にまで遡って適用しない。この当該チームの懲罰 
については県協会規律フェアプレー委員会にて協議のうえ裁決される。 

         ⑨本大会に参加を申し込んだ後は、棄権は一切認めない。止むを得ぬ事情で参加

不可能になった場合は直ちに県協会に通知し、改めて文書にて理由書を提出

する。県協会は理由書に基づき審議の上処置するが 低次年度の本大会には

出場出来ない。 
         ⑩選手のエントリー変更は認めない。           
 
（10）その他    ①帯同審判員１名を同行すること。（３０分前に必ず打ち合わせを行います） 
            ②試合会場には正副２種類の異色のユニホームを持参すること。 

※ メンバー用紙提出時に正副のユニホームを本部席に持参し主審の判断を 

求めること。 
            ③ベンチは本部席から見て左側を組合せ番号の若いチームとする。 
                  
（11）組合せ抽選会：下記担当者立会いのもとに行う。【 ９月１８日(月) 】 
               岩手県サッカー協会１種委員会 
               水沢サッカー協会      
 
（12）参加申し込み  １． 参加料は25,000 円とし納入した参加料は理由の如何に拘らず返却しない。 
          ２．参加料は下記の口座に申し込み締め切り日までに振り込むこと。           

          ３．所定の参加申込書に記載のうえ参加料の口座振込済書のコピーと一緒に岩手

県社会人サッカー連盟事務局に郵送すること。 
          ４．参加申し込み締切日 
             平成１８年９月１９日（火）申込書必着、口座に入金確認ができること。 
         ※ あらかじめ９月１５日（金）までに同封の用紙で参加の可否をＦＡＸ送信し

て下さい。  
   

参加申込書送付先 

〒０２２－０００６ 

大船渡市立根町中野８６ 

       菅生 新一 気付 

  岩手県社会人サッカー連盟事務局 
TEL ・FAX ０１９２－２６－４４８７  

参加料振込口座 

金融機関名 岩手銀行 盛支店 

預金種目・番号 

     普通口座 ０２３０７４４ 

口 座 名  

 社会人サッカー連盟 菅生新一

問い合わせ先 

岩手県社会人サッカー連盟 

事務局 

菅 生  新 一 

TEL 

０９０－３３６５－２７８５ 

 


